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      新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について 
 

 
 新型コロナウイルス感染症対策につきまして、３月10日に開催された政府の対策本部の
会合において、今後、概ね 10日間程度は、これまでの取組みを継続する旨の考えが示され
ました。 
 感染拡大防止のための対策については、これまで全シ協や県から通知された感染拡大防止
対策等を実施していきますので、ご対応の程お願い致します。 
 これにつきまして、当センターにおいて必要と考えられる取組みのポイントを下記のとお
り取りまとめましたので、よろしく対応をお願いします。 
 
 

記 

 

 

１ 会員及び事務局職員における対策 
 ① 手洗い、咳エチケット等の一般感染症対策の徹底 
 ② 毎日の健康チェックの励行 
   ・検温：風邪の症状や体温が 37.5度以上（高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等

の基礎疾患のある方、妊婦は２日程度、これら以外は４日以上）ないか。 
   （解熱剤を飲み続けなければならない方も同様） 
   ・強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）、味覚・嗅覚障害がないか。 
 ③ ②の症状等があったら地域の保健所の専用ダイヤルに相談し、指示に従う。医療機関

を受診した場合にはセンターへ連絡する。 
 ④ 発熱等の風邪症状（②に該当する場合を除く）が見られる場合は休暇を取得し、外出

を自粛。なお、やむを得ず外出する場合にはマスクを着用 

  ※現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、イ
ンフルエンザ等の心配があるときには、すぐに医療機関を受診せずに、かかりつけ医又
はお住まいの地域の保健所の専用ダイヤルに相談し、指示に従ってください。 

  
２ 発注先及び派遣先への対応 
 〇 現時点で一律に就業をとりやめることは考えていません。 
    発注者から問合せがあった場合は、対応を協議し、必要な場合は、連合会にご相談

ください。 



 

３ センターの対応 
（１）イベント等の自粛 
   ３月 10 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、今後概ね 10

日程度、中止、延期、規模縮小等の対応を継続する要請があっており、引き続きの対
応をしていきます。また、事業の必要等から会議等を開催する場合においても出入口
における消毒液の配置や、できる限り座席の間隔をとる等の感染予防対策の実施を致
します。 

 
（２）会員の感染が確認された場合 

① 地方公共団体（保健所等）の指示のもと拡大防止に努める。 
② 会員の感染が確認された場合に感染源（会員、就業先）に関する情報を地方公共
団体（保健所等）から迅速に入手する。 

③  感染源が会員の場合は地方公共団体（保健所等）の指示のもとに就業先への連絡   
を行うとともに就業先と連携して感染の拡大防止に努める。 

④  感染源が就業先の場合は地方公共団体（保健所等）の指示のもとに同じ場所、時
間に就業している会員の健康状態を確認 

⑤  連合会への情報提供。連合会は全シ協に情報提供を行う。  
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